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本ガイ ド ラ イ ンの目的

本ガイ ド ラ イ ンは脱炭素重点対策実施地域ロゴマーク （ 以下 、 ロゴマーク といいます 。 ） の使用や表示についての

ルールを定めたものです 。使用の前に必ずご一読 くだ さい 。

使用に際して申請手続きは不要ですが 、脱炭素重点対策実施地域の趣旨をご理解の上 、本ガイ ド ラ イ ンに従って

正し く ご使用 くだ さい 。

1

３ ．表示ルール P 6 ｰ 1 2

（ １ ） 目的

（ ２ ） 表示色と背景の関係

（ ３ ） 色指定

（ ４ ） ア イ ソレーシ ョ ン （ 余白 ）

（ ５ ） 最小使用サイズ

（ ６ ） 使用禁止例

（ ７ ） 実施団体デザインに地方公共団体名を入れる場合



脱 炭 素 化 を 進 め な が ら 、 自 然 と も

共 生 す る 豊 か な 地 方 都 市 を イ メ ー

ジ し て 、 親 し み や す い イ ラ ス ト 調

の デ ザ イ ン に し て い ま す 。

（ １ ） コ ン セ プ ト

〈 ロ ゴ マ ー ク 基 本 デ ザ イ ン 〉
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１ ． は じめに



１ ． は じめに

脱 炭 素 重 点 対 策 実 施 地 域 に 関 連

す る 各 種 情 報 発 信 媒 体 （ サ イ ト 、

S N S 、 イ べ ン ト 、 講 演 資 料 、 広 報

紙 等 ） や 名 刺 に 掲 載 し 、 ス テ ー ク

ホ ル ダ ー に 脱 炭 素 重 点 対 策 実 施

地 域 の 取 り 組 み を 知 っ て い た だ く

き っ か け と す る た め 、 口 ゴ マ ー ク

を 積 極 的 に ご 使 用 く だ さ い 。

（ ２ ） 使 用目的 （ ３ ） 使 用例
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重点対策加速化事業 講演資料

〈 講 演 資 料 〉

○○県○○市 地域脱炭素局 事業推進課
課長 環境 花子

〈 サ イ ト 〉

○○市

報道発表

重点対策加速化事業を実施します

地域脱炭素局 事業推進課 課長

環 境 花 子
かんきょう はなこ

○○県○○市２丁目８−１

電話

Fax

(00) xxxx – xxxx

(00) xxxx - xxxx

○○市

○○市
ロゴ

〈 名 刺 〉 〈 ピ ン バ ッ チ 〉



ロ ゴ マ ー ク に 関 す る 一 切 の 権 利 は 、 環 境 省 に 帰 属 し 、 ロ ゴ マ ー ク

の 使 用 を 希 望 す る 者 は 、 本 ガ イ ド ラ イ ン に 従 う 限 り で 、 そ の 使 用

が 認 め ら れ る も の と し ま す 。

（ １ ） 権 利の帰属

・ 基 本 デ ザ イ ン

（ ２ ） ロ ゴ マー クの種類

・ 基 本 デ ザ イ ン

脱 炭 素 重 点 対 策 実 施 地 域 に 関 す る 取 組 の 紹 介 、 広 報 等 、 地 域 脱

炭 素 の 普 及 に 必 要 な 範 囲 で 、 「 基 本 デ ザ イ ン 」 を 使 用 で き る こ と と

し ま す 。

・ 実 施 団 体 デ ザ イ ン

脱 炭 素 重 点 対 策 実 施 地 域 の 地 方 公 共 団 体 は 、 脱 炭 素 重 点 対 策 実

施 地 域 に 選 定 さ れ た 事 実 や 取 り 組 み の 内 容 を 周 知 す る た め に 、

「 実 施 団 体 デ ザ イ ン 」 の ロ ゴ マ ー ク を 使 用 す る こ と が で き ま す 。

ま た 、 重 点 対 策 加 速 化 事 業 に 参 加 す る 関 係 者 （ 再 エ ネ 発 電 等 事

業 者 、 送 配 電 事 業 者 、 地 元 の 民 間 事 業 者 ・ 団 体 、 自 治 会 、 金 融 機

関 等 ） が 「 実 施 団 体 デ ザ イ ン 」 を 使 用 す る 場 合 、 当 該 重 点 対 策 加

速 化 事 業 を 実 施 す る 地 方 公 共 団 体 に 使 用 目 的 や 掲 載 媒 体 を 申 請

す る こ と で 、 使 用 で き ま す 。

・ 脱 炭 素 重 点 対 策 実 施 地 域 の 選 定 主 体 で あ る 環 境 省 は 、 全 て の

デ ザ イ ン を 使 用 で き る こ と と し ま す 。

（ ３ ） 使 用者 とその用途

・ 地 方 公 共 団 体 名 あ り デ ザ イ ン

（ 以 下 、 「 実 施 団 体 デ ザ イ ン 」 と い い ま す 。 ）
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２ ． 使用ルール



・ 使 用 者 は 、 ロ ゴ マ ー ク を 無 償 ・ 無 期 限 で 使 用 で き る こ と と し ま す 。

た だ し 、 計 画 の 取 り 消 し が 行 わ れ る な ど に よ り 、 「 脱 炭 素 重 点 対

策 実 施 地 域 」 と し て の 地 位 を 喪 失 し た 場 合 、 そ の 事 実 が 発 生 し た

日 以 降 、 「 選 定 団 体 デ ザ イ ン 」 ロ ゴ マ ー ク を 使 用 す る こ と は で き ま

せ ん 。

・ 使 用 者 は 、 以 下 に 掲 げ る 用 途 ・ 用 法 で ロ ゴ マ ー ク を 使 用 す る こ と

は で き ま せ ん 。

- 脱 炭 素 重 点 対 策 実 施 地 域 の 趣 旨 に 反 し 、 取 り 組 み の 信 用 又 は

品 位 を 害 す る も の と 認 め ら れ る 場 合

- 取 り 組 み の 誇 大 広 告 、 提 供 す る 商 品 や サ ー ビ ス の 販 促 を 目 的 と

し て 、 そ の 品 質 を 保 証 ・ 担 保 す る か の よ う に 用 い る も の 、 又 は 消

費 者 等 に 対 し 、 そ の よ う な 誤 解 を 与 え る お そ れ の あ る も の

- 法 令 や 公 序 良 俗 に 反 す る も の

・ 環 境 省 は 、 本 ガ イ ド ラ イ ン の 記 載 内 容 に 反 す る 使 用 の 実 態 を 確

認 し た 場 合 は 、 そ の 使 用 者 に 対 し 、 用 途 ・ 用 法 の 改 善 、 使 用 の 停

止 等 必 要 な 措 置 を 取 る こ と が で き る こ と と し ま す 。

（ ５ ） 使 用条件 ・ 使 用 方 法 、 表 現 に つ い て は 使 用 さ れ る 方 の 責 任 で 、 十 分 に ご 注

意 く だ さ い 。 使 用 に 関 す る ク レ ー ム 等 に は 、 環 境 省 は 一 切 責 任 を

負 い か ね ま す 。

・ 使 用 者 は 、 ロ ゴ マ ー ク の 使 用 に 関 係 す る 第 三 者 と の 係 争 、 審 判 、

訴 訟 等 （ 以 下 単 に 「 係 争 等 」 と い う 。 ） に つ い て は 対 応 を 、 環 境 省

と 協 議 し て 決 定 す る も の と し 、 係 争 等 に 要 し た 費 用 （ 合 理 的 な 弁

護 士 費 用 及 び 訴 訟 費 用 等 を 含 む 。 ） は 、 使 用 者 が 負 担 す る も の と

し ま す 。  

・ 使 用 者 は 、 ロ ゴ マ ー ク の 使 用 に 関 係 し て 第 三 者 に 損 害 を 与 え た

場 合 に は 、 当 該 使 用 者 が そ の 損 害 に つ い て 全 責 任 を 負 う も の と し 、

環 境 省 そ の 他 の 第 三 者 は 一 切 の 損 害 、 損 失 又 は 責 任 を 負 わ な い

も の と し ま す 。

（ ７ ） 紛 争又は疑義への対応

環 境 省 は 、 必 要 に 応 じ 、 ロ ゴ マ ー ク の 使 用 者 に 対 し て 使 用 状 況 の

報 告 を 求 め る こ と が で き る こ と と し 、 使 用 者 は 、 可 能 な 限 り 、 こ れ

に 協 力 す る こ と と し ま す 。

（ ６ ） 報 告

環 境 省 は 、 本 ガ イ ド ラ イ ン を 必 要 に 応 じ て 、 使 用 者 等 に 事 前 の 通

知 な く 改 定 す る こ と が で き る こ と と し ま す 。

（ ８ ） 改 定

２ ． 使用ルール
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脱 炭 素 地 域 づ く り 支 援 サ イ ト

（ h t t p s : / / p o l i c i e s . e n v . g o . j p / p o l i c y / r o a d m a p / ） か ら ロ ゴ

マ ー ク の デ ー タ を ダ ウ ン ロ ー ド し 、 使 用 す る こ と が で き ま す 。 使 用

に 際 し て 申 請 手 続 き は 不 要 で す が 、 脱 炭 素 重 点 対 策 実 施 地 域 の

趣 旨 を ご 理 解 の 上 、 本 ガ イ ド ラ イ ン に 従 っ て 正 し く ご 使 用 く だ さ い 。

（ ４ ） 取 得方法



ロ ゴ マ ー ク は 、 正 し く 再 現 、 使 用 さ れ た 場 合 の み 、 そ の 機 能 を

十 分 に 発 揮 し 、 望 ま し い イ メ ー ジ を 訴 求 す る こ と が で き ま す 。

色 、 余 白 、 サ イ ズ 等 の 表 示 ル ー ル に 従 い 、 ロ ゴ マ ー ク が 明 瞭 に

見 え る よ う 使 用 し て く だ さ い 。

（ １ ） 目 的 （ ２ ） 表 示色 と背景の関係
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ロ ゴ マ ー ク を 明 瞭 に 表 示 す る た め に は 、 状 況 や 背 景 色 に 応 じ て

表 示 色 を 使 い 分 け る 必 要 が あ り ま す 。 カ ラ ー の ロ ゴ マ ー ク に つ

い て は 、 背 景 色 は 原 則 と し て 白 に 近 い 色 を 推 奨 し ま す 。 背 景 が

黒 に 近 い 場 合 は 、 下 記 の 例 を 参 考 に 、 単 色 の ロ ゴ マ ー ク を 使 用

し て く だ さ い 。

３ ． 表示ルール

視認性を保ていないため禁止



（ ３ ） 色 指定 _ カ ラ ー

C：70％ M ： 20％ Y ： 0％ K ： 0％

R：56 G：161 B：219

DIC： 2177

C：0％ M：0％ Y：0％ K：90％

R：26 G：26 B：26

DIC：521

３ ． 表示ルール
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（ ３ ） 色 指定 _ モ ノ ク ロ

３ ． 表示ルール
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C：0％ M：0％ Y：0％ K：60％

R：102 G：102 B：102

C：0％ M：0％ Y：0％ K：90％

R：26 G：26 B：26

DIC：521



（ ３ ） 色 指定 _ 単色

C：0％ M：0％ Y：0％ K：100％

R：0 G：0 B：0

３ ． 表示ルール

〈 黒 〉 〈 白 〉
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C：0％ M：0％ Y：0％ K：0％

R：255 G：255 B：255

背 景 色 や 印 刷 環 境 、 段 ボ ー ル の よ う な 素 材 へ の 印 刷 等 、 単 色 印 刷

を す る 必 要 が あ る 場 合 は 、 下 記 を 参 考 に ロ ゴ マ ー ク が 明 瞭 に 視 認

で き る よ う 印 刷 し て く だ さ い 。



（ ４ ） ア イ ソ レ ーシ ョ ン （ 余白 ）

ロ ゴ マ ー ク を 正 し く 認 識 さ せ る た め に は 、 他 の 要 素 と 一 定 の 間 隔 を

確 保 し な け れ ば な り ま せ ん 。 使 用 の 際 は 下 図 の 基 準 を 守 り 、 ロ ゴ

マ ー ク の 独 立 性 を 保 つ よ う に 配 慮 し て く だ さ い 。 こ の 基 準 は 最 小 値

で あ り 、 推 奨 値 で は あ り ま せ ん 。 な お 、 英 語 版 、 地 域 名 入 り 版 な ど

も 、 ロ ゴ マ ー ク 部 分 お よ び 最 下 段 の 文 字 列 よ り 同 様 の 間 隔 （ 2 A 以

上 ） を 確 保 し て く だ さ い 。

３ ． 表示ルール
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（ ５ ） 最 小使用サイズ

ロ ゴ マ ー ク の 最 小 使 用 サ イ ズ は 印 刷 媒 体 ： 左 右 1 2 m m 、 デ ジ タ ル 媒

体 : 左 右 1 2 0 p x と し ま す 。

印刷媒体：左右12mm

デジタル媒体：左右120px



（ ６ ） 使 用禁止例

本 項 に 示 し た 誤 っ た 表 現 は 、 ロ ゴ

マ ー ク の 個 性 や イ ン パ ク ト を 弱 め

た り 、 識 別 性 を 損 ね 、 見 る 人 に

誤 っ た イ メ ー ジ を 伝 え て し ま う こ と

で 、 価 値 を 損 な う 原 因 に な り ま す 。

こ こ に 示 す 禁 止 例 を 参 考 に 誤 用 を

避 け て く だ さ い 。

ロゴマーク構成要素の位置を

変更すること。

視認性を妨げる背景上に

表示すること。

縁取りを付けて

表現すること。

ロゴマークの比率を

変更すること。

ロゴマークの書体を

変更すること。

ロゴマークに他の要素を

加えること。

ロゴマークの配色を

変更すること。

影を付けて

表現すること。

ロゴマークを傾けて

表現すること。

３ ． 表示ルール
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（ ７ ） 実 施団体デザイ ンに地方公共団体名を入れる場合

書 体 は 明 朝 体 で 「 脱 炭 素 重 点 対 策

実 施 地 域 」 の 文 字 と 同 じ く ら い の 太

さ の も の を 正 体 で 使 用 し て く だ さ い

（ 長 体 ・ 平 体 は 禁 止 ） 。 文 字 の サ イ

ズ は 「 脱 炭 素 重 点 対 策 実 施 地 域 」

の サ イ ズ の 7 0 ％ 以 下 程 度 に 収 め

て く だ さ い 。 位 置 は 右 図 を 参 照 し て

く だ さ い 。

な お 、 本 ガ イ ド ラ イ ン 掲 載 ペ ー ジ に

て 取 得 で き る パ ワ ー ポ イ ン ト 資 料

「 地 方 公 共 団 体 名 あ り デ ザ イ ン の

ロ ゴ マ ー ク 団 体 名 編 集 用 デ ー タ 」 で 、

地 方 公 共 団 体 名 を 編 集 す る こ と が

で き ま す 。

※このブルーのエリアに収まるようにしてください。

※文字は中央揃えにしてください。

３ ． 表示ルール
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